
東みよし町監査委員告示第 ２ 号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、

第２項及び第４項の規定に基づき、定期監査を実施したので、

同条第９項の規定により、その結果を公表します。

東みよし町監査委員 川原　和行

東みよし町監査委員 三好　正治

令和8年2月20日



監査の概要

監査の基準

東みよし町監査基準（令和２年４月１日施行）に準拠

監査の実施期日

令和７年１１月６日・１１月１０日　

及び　令和８年２月５日・２月１０日

監査の対象

対象事項

各施設の管理状況、令和６年度及び

令和７年度上半期における事務の執行全般

監査の実施日及び実施場所

別表のとおり

監査の着眼点

監査の実施内容

令和７年度定期監査結果報告書

１.

第１.

２.

３.

４.

５.

（１）

（2）

　財務に関する事務の執行及び事業の管理について、最少の経費
で最大の効果を挙げるべく、常にその組織及び運営の合理化に努
めるとともに、適正かつ効率的に行われているかを主眼とし、行
政運営全般に関する監査の視点を加味した。

　監査対象出先機関の施設については、維持管理状況及び使用許
可申請書や管理台帳等各種帳簿の点検、また出先機関責任者や担
当課長等にヒアリングを実施し、事務監査については、事前に対
象各課に対し事務分掌から事業実績等詳細な監査資料（定期事務
監査資料）の提出を求め、その資料を基に質問事項を提示するこ
とにより、業務委託や補助事業等各事業の執行状況について、各
担当課長等からヒアリングを実施した。



監査の結果

監査の結果

　地方自治法第199条第10項の規定に基づく、事務の執行、事業の
管理状況等、組織及び運営の合理化に資する意見は以下のとおり
である。

　各出先機関における業務の執行及び管理状況は、補助金等預り
金の会計事務含め法令に適合し正確に行われ、概ね適正であると
認めた。
　また、各監査対象の事務事業は、審査した限りにおいて、法令
に適合し、正確に執行され、最小の経費で最大の効果を挙げる努
力が見られ、組織及び運営の合理化に努めていると認めた。

意見

第２.

1.

２.

　監査の結果でも述べた通り、各課から提出された「定期事務監
査資料」及び「質問事項に対する回答書」に基づき監査を実施し
た限りにおいて、各課における財務事務及び事業の管理は、社会
情勢の変化等に伴う対応も含め、それぞれ関係する法令、条令、
規則等に定めるところにより執行されており、概ね健全で適正な
ものと認められた。
　なお、その他の軽易な指摘事項については記述を省略し監査の
過程において所属長に指摘したので、各所属で情報共有し、事務
の適正化に努め,改善処置を講じられるよう要望する。



別表

中央生活改善センター 中央生活改善センター

三好浄化センター（EM菌） 三好浄化センター環境課

ふれアリーナみよし

町民柔剣道場 生涯学習課 町民柔剣道場

旧給食センター

災害備蓄倉庫（足代小体育館） 危機管理課 足代小学校

足代小学校 学校教育課 足代小学校

足代公民館 生涯学習課 足代公民館

東原遺跡 生涯学習課 東原遺跡

美濃田の淵

体験型観光いちご農園 観光いちご農園

吉野川ハイウェイオアシス 吉野川ハイウェイオアシス

生涯学習課

生涯学習課

産業課

生涯学習課

生涯学習課

昼間小学校 昼間小学校

ふれあい公園 ふれあい公園（さざんか荘）

小川谷運動公園

さざんか荘 さざんか荘

学校教育課

建設課

福祉課

総務課

福祉課

福祉課

学校教育課

産業課

産業課

産業課

産業課

環境課

環境課

環境課

令和7年11月10日

第１浄水場（小川谷水系） 第１浄水場

三好浄化センター 三好浄化センター

第２浄水場（吉野川水系） 第２浄水場

三好中学校三好中学校

三好総合運動公園 生涯学習課 三好総合運動公園

生涯学習課

監査期日 監査対象 実施場所

災害備蓄倉庫（三好庁舎） 三好庁舎

旧交館 旧交館（旧東山小）

旧みよし保育所

三好東部福祉センター 三好東部福祉センター

福祉課児童公園・老人憩いの家 児童公園・老人憩いの家

山田団地 山田団地

増川公民館 増川公民館

旧増川小

中央公民館

健康ふれあい館

小川谷運動公園 生涯学習課

令和7年11月6日

健康ふれあい館

（監査の実施日及び実施場所）

危機管理課災害備蓄倉庫（旧給食センター）

東山公民館 東山公民館

美濃田の淵キャンプ場

福祉課

ふれアリーナみよし

旧みよし保育所

増川笑楽耕

中央公民館

危機管理課



建設課

学校教育課

生涯学習課

税務課

環境課

令和8年2月5日

令和8年2月10日 三加茂庁舎(3F会議室3)

中央公民館(2F会議室)

三好庁舎(2F会議室2)

総務課

会計課

住民課

健康づくり課

企画課

危機管理課

議会事務局

福祉課

産業課

総合窓口課


